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【
夏
の
雨
・
雷
】地
下
道
や
ト
ン
ネ
ル
は
急
に
水
が
流
れ
込
む
可
能
性
が
あ
る
の
で
、で
き
る
だ
け
速
や
か
に
離
れ
て
く
だ
さ
い

消
費
豆
知
識 

39

「
無
料
」の
は
ず
が

〜
廃
品
回
収
サ
ー
ビ
ス
の
ト
ラ
ブ
ル
〜

● 

「
無
料
回
収
」
を
う
た
っ
て
巡
回
し
て
い
る
廃
品
回
収
業
者
に
依
頼
し
て
も
、

積
み
込
み
時
に
料
金
を
請
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

● 

粗
大
ご
み
や
不
用
品
の
処
分
は
、自
治
体
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

● 

一
般
廃
棄
物
の
収
集
・
運
搬
は
自
治
体
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
し
か
行
え
ま

せ
ん
。
安
易
に
廃
品
回
収
業
者
に
処
分
を
依
頼
す
る
と
ト
ラ
ブ
ル
や
不
法
投
棄

の
元
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

「
無
料
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
な
が
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
巡
回
し
て
い
る

業
者
を
呼
び
止
め
、
廃
品
回
収
を
依
頼
し
た
。
作
業
前
に
無
料

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
不
用
品
を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
終
え
た
と
た

ん
に
6
万
円
を
請
求
さ
れ
た
。
話
が
違
う
と
抗
議
し
た
が
、「
回
収
代
金

は
無
料
だ
が
、
積
み
込
み
料
金
は
有
料
」と
言
わ
れ
た
。
し
つ
こ
く
請
求

さ
れ
た
の
で
、
仕
方
な
く
手
持
ち
の
5
千
円
だ
け
支
払
っ
た
。
残
金
は
近

い
う
ち
に
取
り
に
来
る
と
言
わ
れ
た
が
、
支
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

か
。
領
収
書
も
な
い
し
、
業
者
の
住
所
や
電
話
番
号
も
わ
か
ら
な
い
。

事例
▼
相
談
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
9
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
4
時

▼
相
談
場
所
＝
上
三
川
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
役
場
３
階
）

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝
☎
56
9
1
5
3

▶▶▶▶▶お子さまの予防接種はお済みですか？◀◀◀◀◀
○お子さまの年齢から見た予防接種の接種時期

※ 日本脳炎予防接種は、平成8年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれたお子さまに限り、
上表に限らず19歳まで無料で受けることができます。
　また、平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれたお子さまに限り、1期の未
接種回数を2期接種期間(9歳から13歳未満)内に定期予防接種として無料で受けることができま
す。
※ 予防接種には必要な接種間隔がありますので、接種時期についてはかかりつけ医療機関とご相談
ください。
　病気からお子さまを守るためには、予防接種を受けることが大切です。
　まだ受け終えていないものがありましたら、この夏休みに是非お済ませください。

▶問い合わせ先＝健康課　母子健康係 ☎56 9132

0歳
6ヶ月 6ヶ月

麻しん・風しん
混合（ＭＲ）

1期
（1回） 2期（1回） 小学校就学前1年間にあるお子さま

（平成22年4月2日～平成23年4月1日生）
のみ該当です。

2期（1回）

1回

1期初回（2回）、1期追加（1回）日本脳炎(1期）

日本脳炎(2期）

2種混合

1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳



広報かみのかわ 28.8.19

【
夏
の
雨
・
雷
】マ
ン
ホ
ー
ル
や
側
溝
の
ふ
た
が
外
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、足
下
が
見
え
な
い
時
は
水
が
引
く
ま
で
道
路
を
歩
か
な
い
で
く
だ
さ
い

就学時健康診断を実施します
　平成29年4月に、小学校に入学されるお子さんを対象とした、就学時健康診断を実施します。下
表の日程にしたがって受診してください。
　通知書は、8月下旬頃に発送する予定です。
　当日は、就学時健康診断票等に必要事項を記入の上、受診してください。
▶受付時間＝午後1時～ 1時15分
▶持ち物＝就学時健康診断票等・母子手帳・上履き

※平成28年度から 留守家庭 の就学指定校変更許可期間を小学校卒業までに拡大しました。(拡大
前は小学校3学年まででした。)
【留守家庭の就学指定校変更許可基準】
　保護者が共働き等の理由により、下校後に留守となる家庭で、児童の安全性等を考慮する必要が
ある場合
(例)両親が共働きで下校後は祖母宅で過ごすため、祖母宅の学区の小学校へ通いたい。
【手続きについて】
・指定区域外就学願、勤務証明書、児童預かり証明書を教育総務課へ提出してください。申請書類
は教育総務課にあります。(※申請は毎年必要です。)
・申請をされた場合、町教育委員会等で協議し、承諾の可否を通知いたします。また、虚偽の申請
が判明すれば、取り消すものとします。
・詳細については下記にお問い合わせください。

▶問い合わせ先＝教育総務課　学校教育係 ☎56 9156

実施会場 児童見込数 実施期日 実施内容
本郷小学校 31名  9月14日(水) ・内科

・歯科
・知能検査
・視力
・聴力
・面接

本郷北小学校 48名  9月12日(月)
上三川小学校 112名 10月 5日(水)
坂上小学校 18名 10月19日(水)
北小学校 37名  9月14日(水)
明治小学校 33名  9月27日(火)
明治南小学校 17名 10月 3日(月)

「
町
長
と
語
る
会
」 

 

参
加
者
募
集

　
「
町
長
と
語
る
会
」を
左
記
の
通
り
開
催
し
ま
す
の
で
、

テ
ー
マ
ご
と
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時
＝

　

①
子
ど
も
・
子
育
て

　
　

10
月
１
日(

土)

午
前
10
時
〜

　

②
生
涯
学
習
・
地
域
力

　
　

10
月
１
日(

土)

午
後
１
時
30
分
〜

　

③
健
康
・
福
祉

　
　

10
月
21
日(

金)

午
後
１
時
30
分
〜

　

④
産
業
・
し
ご
と

　
　

10
月
25
日(

火)

午
後
3
時
〜

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
2
階
大
会
議
室

▼
応
募
条
件
＝

　

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
関
心
が
あ
り
、
町
内
に
在
住
、

又
は
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
方

▼
申
込
方
法
＝「
町
長
と
語
る
会
参
加
申
込
書
」に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
又
は
ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申
込
書
は
、

企
画
課
窓
口
に
備
え
置
く
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
応
募
さ
れ
た
方
に
は
、
後
日
、
個
別
に
連
絡
い

た
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限
＝
8
月
31
日（
水
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

企
画
課　

情
報
広
報
係

　

☎
56

9
1
1
7


